
第１回次期総合振興計画（区の将来像）に係る大宮区検討懇話会

次  第

日 時 平成３０年１１月２６日（月） 

午後 ２時から       

 場 所 大宮区役所３階 特別会議室  

１ 開会

２ 挨拶

３ 出席者紹介

４ 座長及び職務代理の選出

５ 意見交換

大宮区における「課題」と「将来への期待」について

大宮区の将来像・まちづくりのポイントについて

大宮区の将来像の見直しについて

６ 閉会

【当日配付資料】

・次第

・委員名簿

・席次表

・次期総合振興計画（区の将来像）に係る大宮区検討懇話会設置要綱

・次期総合振興計画（区の将来像）に係る大宮区検討懇話会傍聴要領

【事前配布資料】

・資料１ 大宮区の将来像・まちづくりのポイント

・資料２ 大宮区の将来像の検討に向けたこれまでの取組及び市民意見
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次期総合振興計画（区の将来像）に係る大宮区検討懇話会設置要綱 

（設置） 

第１条 次期総合振興計画の策定に当たり、大宮区の将来像（現行基本計画第

４部に該当する部分をいう。以下同じ。）について、大宮区において活動す

る各種団体から意見を聴くため、次期総合振興計画（区の将来像）に係る大

宮区検討懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（委員） 

第２条 懇話会の委員は、大宮区において活動する各種団体の代表者等２０名

以内とする。 

（座長） 

第３条 懇話会に座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選により定める。 

３ 座長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

４ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、委員のうちから座長が

あらかじめ指定した者がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 懇話会の会議の議長は、座長とする。 

２ 懇話会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見若しくは説明

を聴くため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の公開） 

第５条 懇話会の会議は、原則公開とする。 

（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、大宮区役所区民生活部総務課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１１月１５日から施行する。 



次期総合振興計画（区の将来像）に係る大宮区検討懇話会傍聴要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、次期総合振興計画（区の将来像）に係る大宮区検討懇

話会（以下「懇話会」という。）の会議の傍聴に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（傍聴の手続等） 

第２条 会議を傍聴しようとする者（報道関係者を除く。以下この項におい

て同じ。）は、傍聴券（別記様式）の交付を受けなければならない。ただ

し、傍聴しようとする者の同伴する児童又は乳幼児については、この限り

でない。 

２ 傍聴の受付は、会議の開催当日、開催場所において、開催定刻３０分前

から１０分前までの間に行うものとする。 

３ 傍聴の定員数は５人とし、傍聴を予定する者の決定は、原則として抽選

により行う。 

４ 第１項の傍聴券の交付を受けた者（以下「傍聴人」という。）は、係員の

請求があったときは傍聴券を提示し、その指示に従わなければならない。 

（報道関係者の傍聴に係る手続等） 

第３条 報道関係者は、取材等のため会議を傍聴しようとするときは、あらか

じめ座長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により許可を受けた者は、会議を傍聴するときは、腕章等を着

用することにより、報道関係者であることを明示しなければならない。 

（傍聴することができない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

 銃器、爆発物その他危険のおそれのあるものを所持している者 

 酒気を帯びていると認められる者 

 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者 



 前３号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認

められる者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、会議を傍聴するに当たっては、次に掲げる事項を守らなけ

ればならない。ただし、座長の許可を得た場合には、この限りでない。 

 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し

ないこと。 

 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。 

 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

 撮影又は録音をしないこと。 

 飲食又は喫煙をしないこと。 

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となる行為を

しないこと。 

（傍聴人の退場等） 

第６条 傍聴人がこの要領に違反したときは、座長は、これを制止し、その命

令に従わないときは、これを退場させることができる。 

２ 傍聴人は、会議において会議非公開の議決があったときは、速やかに、退

場しなければならない。 

（傍聴人への会議資料の提供） 

第７条 審議会は、傍聴人に会議資料を提供するものとする。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

この要領は、平成３０年１１月１５日から施行する。 



別記様式（第２条関係） 

受付番号

傍 聴 券 

次期総合振興計画（区の将来像）に係る大宮区検討懇話会

注1 この傍聴券は、他人に譲渡又は貸与することはできません。 

2 係員の請求があったときはこの傍聴券を提示し、その指示に従ってください。 

【傍聴することができない者】 

 銃器、爆発物その他危険のおそれのあるものを所持している者 

 酒気を帯びていると認められる者 

 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者 

 前３号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

【傍聴人の守るべき事項】 

 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。 

 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

 撮影又は録音をしないこと。 

 飲食又は喫煙をしないこと。 

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となる行為をしないこと。 

※ 傍聴人が上記事項を守らなかった場合は、退場していただくことがあります。 



資料１



参考 

「大宮区の将来像」の改定状況（前期基本計画→後期基本計画） 

前期基本計画 後期基本計画 

将

来

像

うるおいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調和するまち 

まちの賑わいと暮らしやすい生活環境、憩いの空間である氷川の杜の緑や見沼田圃の自然など、大宮区の特性を

より高めながら、多彩な資源を活用して地域文化を発信するまちづくりを進めます。

うるおいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調和するまち 

商業・経済都市としてのまちのにぎわいと暮らしやすい生活環境、憩いの空間である氷川の杜の緑や見沼田圃の

自然など、大宮区の特性をより高めながら、多彩な資源を活用して地域文化を発信し、人と人との交流が生み出

す活力あるまちづくりを進めます。

ま

ち

づ

く

り

の

ポ

イ

ン

ト

１ 大宮駅周辺・さいたま新都心（東側エリア）の活性化 

●大宮駅周辺とさいたま新都心（東口）とが一体となった広域的なまちづくり

●大宮駅東口における商業の活性化による賑わいと緑を生かした生活が調和した魅力あるまちづく

り

●大宮駅西口周辺の商業・業務機能の充実に加え、都市施設整備や緑化推進などによる、憩いと安

らぎのあるまちづくり

●さいたま新都心駅（東口）の商業や文化機能を中心とした、人・物・情報が行き交うまちづくり

●緑豊かな氷川参道を軸とする交流の場の創出

●子どもから高齢者までだれもが安心して利用できるまちづくり

●さいたま市の玄関にふさわしい、美しさと安らぎが得られるまちづくり

２ 地域からの文化発信 

●氷川の杜の緑や見沼田圃の自然など緑のイメージ、鉄道や大宮氷川神社をはじめとする歴史伝統

文化などの資源を活用した個性ある地域文化の創造・発信

●地域に根付いた特色ある祭り、イベントの積極的な活用と発信

●区民による文化・スポーツ活動や大宮区を拠点とするプロサッカーチーム大宮アルディージャと

の交流による一体感の醸成

●若者による活力ある文化の発信

３ 自然環境と調和したまちづくり 

●氷川の杜の緑や見沼田圃の自然などの保全と憩いの場としての活用

●緑の拠点づくり、鴨川・鴻沼川・芝川・見沼代用水などを生かした水と緑のネットワーク化や市

街地の緑化など、ゆとりある空間の創出

４ 生活環境の向上とコミュニティづくり 

●安心して暮らせる、災害に強く、犯罪のないまちづくり

●渋滞のない道路交通や安全な生活道路など、道路・交通基盤の整備による、快適に暮らせるまち

づくり

●医療・福祉・介護の充実や環境対策などによる、健康に住み続けられるまちづくり

●育児環境の整備による子育てしやすいまちづくり

●開かれた学校づくり、地域との交流の活発化による、地域と学校とが連携した教育

●地域住民の交流の活発化、行政とも連携したボランティア活動などのコミュニティづくり

●身近な公共施設の整備など、計画段階から地域住民が参加するまちづくり

１ 東日本の玄関としてふさわしい、利便性と機能性を兼ね備えた大宮駅周辺のまちづくり 

●大宮駅周辺とさいたま新都心駅（東口）とが一体となった広域的なまちづくり

●大宮駅東口における商業の賑わいと氷川の杜の歴史・文化が調和したまちづくり

●大宮駅西口周辺の商業・業務機能の充実と、都市施設整備や緑化推進などによる洗練されたまち

づくり

●さいたま新都心駅（東口）の商業・文化機能を中心とした、人・物・情報が行き交うまちづくり

●子どもから高齢者までの地域住民のみならず、訪れる人誰にもやさしく、安心して利用できる大

宮駅周辺のまちづくり

２ 質の高い生活環境と安心して暮らせるまちづくり 

●安全で安心して暮らせる、災害に強く、犯罪のないまちづくり

●渋滞のない道路交通や安全な生活道路など、道路・交通環境の整った快適に暮らせるまちづくり

●区民の健康増進や環境対策の推進などによる、健康に住み続けられるまちづくり

●育児環境の整った子育てをしやすいまちづくり

●学校と地域との活発な交流から生まれる、教育環境の整ったまちづくり

●身近な公共施設の整備などに、計画段階から地域住民が参加するまちづくり

３ 氷川神社などの区の魅力の発信と、人の交流が生み出すまちづくり 

●氷川の杜の緑や見沼田圃の自然などの緑のイメージ、氷川神社や鉄道をはじめとする歴史伝統文

化などの地域固有の資源を活用した個性ある地域文化の創造と発信

●伝統芸能の振興に加え、地域に根付いた特色ある祭りや誰もが参画できるイベントの積極的な活

用と発信

●まちの情報や観光ルートが充実した訪れたくなるまちづくり

●区民自らがまちの魅力を知り、高め、伝えるまちづくり

●若者が集い、活力ある文化を発信するまちづくり

●区民による文化・スポーツ活動と大宮区を拠点とするプロサッカーチーム大宮アルディージャと

の交流による一体感の醸成

●地域住民相互の交流の活発化、行政と連携したボランティア活動などによるコミュニティづくり

４ 自然環境と調和したうるおいのあるまちづくり 

●氷川の杜の緑や見沼田圃の自然などを保全し、憩いの場としての活用

●緑の拠点づくり、鴨川・鴻沼川・芝川・見沼代用水などを生かした水と緑のネットワーク化

●街路樹の整備などによる市街地の景観に配慮したゆとりある空間の創出




















